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要  旨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 このたび、本市当局において、西部運動公園及び百道中央公園の駐車場の有料化を検討していると聞き

ました。 
 有料化を検討しているその目的や理由については、理解し得るところもあり、必ずしも反対するもので

はありませんが、伝えられる案のうち「全利用者から徴収、１日上限 400～500 円程度」については、公

園の施設利用者としては、いささか承服しかねるところがあり、ここに請願する次第です。 
 まず第一に、本市は健康都市づくりを唱えて、健康の増進、病気の予防、病人や病気の発生（すなわち、

医療費の増進）の削減を推進し、そのためにスポーツを振興し、運動公園などを推進しているものと理解

しています。 
 私たちも、市民として、市の方針に従い、健康増進と病気の予防のために市の運動公園を利用してきま

した。具体的には、自発的にサークルをつくって、テニスを週２回、それぞれ３時間程度、西部運動公園

のテニスコートを利用しています（メンバーは 15 人くらい）。当然のことながら、コート利用料は支払っ

ています（１時間１面800円）。 
 ところがこのたび、駐車場が有料化されることになり、しかも、その利用料金が400 円程度になるとす

ると（１時間 100 円なら、４時間でちょうど 400 円となります）、メンバーの負担金は一挙に倍以上に増

加することとなります（現在の私たちのサークルメンバーの１カ月のテニス料金は大体 2,700 円程度です

が、毎回400円の駐車場料金が新しくかかるとなると、１カ月４週あるとして８回になりますので、計3,200
円となり、倍以上の負担増加となります）。メンバーはほぼ全員定年退職者ですので、非常な負担増加とな

ります。メンバーの意見としては、１日100 円程度の負担なら「仕方がないなあ」というのが、正直な気

持ちです。 
 そこで、私たちの請願として、次の２点をお願いします。 
 １ 駐車場利用者に区分を設け、公園設備の利用者に対しては、軽減率を適用すること。 
 ２ その料金については、例えば、100円とするようなものが望ましいこと。 
 この措置をお願いする理由としては、公園設備の利用者は既に利用料金を支払っており、この上、さら

に高額の駐車場料金まで徴収されることは、市民による公園設備利用に水を差し、その理由を抑制しかね

ず、それはひいては健康増進のための運動公園設置という市の基本方針にやや背きかねないものであるか

らです。私ども市民（とりわけ年金生活者である高齢市民）が気持ちよく、比較的安価に運動公園設備を

利用してスポーツに励み、健康の増進と病気の予防に努めることによって、医療施設の世話にならないで、

市に医療費面での迷惑をかけないようにすることが、私たちの責務であると考えています。 
 よって、以下の事項を請願します。 
 
１．駐車場利用者に区分を設け、公園設備の利用料金（テニスの場合１面１時間800 円）を支払ってい

る利用者の駐車場料金については、軽減措置を講じること。 
２．その軽減料金については、利用時間にかかわらず、例えば、一律100 円というような均一料金にす

ること。 

 

審   査 

 

年 月 日 

 

平成    年     月    日  

結 

 

果 

 

 

 

 

 

 

委員会    

平成    年   月    日 

平成      年      月      日 

本会議   

平成    年    月    日  平成      年      月      日 

 








	請願H26年第22号（西部運動公園駐車場の有料化に関する請願）
	20140916151818

